
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人奥江秀一の上告理由第一点について。

　原判決およびその引用する一審判決の所論認定は挙示の証拠に照らせば肯認する

ことができる、またこの点に関する一、二審判決の証拠の取捨、判断も首肯しえな

いものではない。所論はひつきよう原審の適法にした事実の認定または証拠の取捨、

判断を非難するに帰するから採用できない。

　同第二点について。

　原判決の確定した事実によれば、本件土地および立木の競落人たるＤとＥ、被上

告会社、上告人Ａ等の間に和解が成立し、Ｅが一たん土地および立木をＤから買戻

した上立木の所有権は被上告会社、土地の所有権は上告人と、土地、立木の所有権

を夫々区別して右両者が取得するにいたつた、というのである。右事実によれば、

Ｅ、被上告会社、上告人は三者合意の上、本件土地とその地上の立木について右の

ような譲渡をしたというのであるから、被上告会社の上告人に対する関係において

は、立木所有権についての対抗問題を生ずる余地なく、被上告会社は上告人に対し

本件立木および伐木の所有権を主張することができるというべきである。従つて原

判決の被上告会社の上告人に対する関係についての判断は相当であり、所論は採用

できない。�

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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